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（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
四
十
四
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
五
条

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
中
断
」
を
「
完
成
猶
予
及
び
更
新
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
権
利
は
、」の
下
に
「
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
を
加
え
、「
行
わ
な
い
」
を
「
行
使

し
な
い
」
に
改
め
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
百
四
十
六
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師

の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
七
条

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
て
ん
補
」
を
「
塡
補
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
時
ま
で
の
」
の
下
に
「
そ
の
損
害
の

発
生
時
に
お
け
る
」
を
加
え
る
。

（
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
四
十
八
条

施
行
日
前
に
原
子
力
損
害
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
損
害
を
い
う
。）の
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
他
の
法

律
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
附
則

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
九
条

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
権
利
は
、」の
下
に
「
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
を
加
え
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

補
償
金
の
提
供
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
著
作
権
者
が
そ
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
。

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
場
合
（
」
を
「
と
き
（
」
に
、「
除
く
。）」
を
「
除
く
。）。」に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
場
合
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、同
項
第
二
号
中「
過

失
が
な
く
て
」
を
削
り
、「
場
合
」
を
「
と
き
（
そ
の
者
に
過
失
が
あ
る
と
き
を
除
く
。）。」に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

著
作
権
者
が
補
償
金
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

第
七
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
五
十
一
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
著
作
権
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
著
作
権
法
」

と
い
う
。）第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、

第
六
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
補
償
金
、
旧
著
作
権
法
第
九
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条

第
一
項
の
二
次
使
用
料
、
旧
著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
の
報
酬
又
は

旧
著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
支
払
義
務
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
補
償
金
、
二
次
使
用
料
、
報
酬
又
は
使
用
料
の
供
託
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
二
条

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
「
一
年
間
行
わ
な
い
」
を
「
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
一
年
間
行
使
し
な
い
」
に
改

め
る
。

（
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
三
条

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
第
七
百
二
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
第
七
百
二
十
四
条
の
二
」
を
加
え
る
。

（
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
五
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法（
次
項
に
お
い
て「
旧
Ｐ
Ｔ
Ａ
・

青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
」
と
い
う
。）第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
民
法
第
七
百
二
十
四
条
後
段
に
規
定

す
る
期
間
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
経
過
し
て
い
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
間
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
民
法

第
七
百
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
旧
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠

償
の
請
求
権
の
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
民
法
第
七
百
二
十
四
条
前
段
に
規
定
す
る
時
効
が
こ
の
法
律
の

施
行
の
際
既
に
完
成
し
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
五
条

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
三
年
間
行
わ
な
い
」
を
「
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
」
に
改
め

る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手

続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
六
条

東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る

和
解
仲
介
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲

介
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
完
成
猶
予
の
特
例
に
関
す
る
法
律

第
一
条
及
び
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
中
断
」
を
「
完
成
猶
予
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手

続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
五
十
七
条

施
行
日
前
に
和
解
の
仲
介
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠

償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に

関
す
る
法
律
第
一
条
に
規
定
す
る
和
解
の
仲
介
を
い
う
。）の
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
申
立
て
に
係
る

時
効
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い

て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
完
成
猶
予
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
原
子
力
損
害
に
係
る
早
期
か
つ
確
実
な
賠
償
を

実
現
す
る
た
め
の
措
置
及
び
当
該
原
子
力
損
害
に
係
る
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
百
五
十
八
条

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
原
子
力
損
害
に
係
る
早
期
か
つ
確

実
な
賠
償
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
及
び
当
該
原
子
力
損
害
に
係
る
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
原
子
力
損
害
に
係
る
早
期
か
つ
確
実
な
賠

償
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
及
び
当
該
原
子
力
損
害
に
係
る
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
特
例
に
関
す
る
法

律
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